
議第３３号 

呉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 呉市介護保険条例（平成１２年呉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２第１項中「除く。）に係るものを除く。）」の次に「若しくは法第１

１５条の４５の３第２項の規定による第１号事業支給費」を加える。 

   付 則 

 この条例は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 介護保険法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

の実施に伴い，所要の規定の整備を行うため，この条例案を提出する。 

 


